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一
、
は
じ
め
に

サ

ザ

ラ

く

る

ペ

0
キ
ー
ワ
ー
ド
＂
ー
韻
尾
地
名
音
、
佐
々
良
、
久
留
倍
遺
跡
、
猪
名
部
の
匠
、
熊
野
船

『
萬
葉
集
』
巻
第
六
に
、
天
平
十
二
年
（
七
四
0
)
の
聖
武
天
皇
行
幸
関

係
歌
八
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
歌
群
中
の
「
狭
残
」
で
の

家
持
詠
を
中
心
に
考
察
す
る
が
、
関
連
上
、
属
す
る
歌
群
と
天
平
十
二
年

の
行
幸
行
程
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
そ
の
関
係
歌
群
八
首
を

掲
げ
る
。

依
大
宰
少
爪

藤
原
朝
臣
廣
嗣

十
二
年
庚
辰
冬
十
月

幸
干
伊
勢
國
之
時

河
口
行
宮
内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持
作
歌
一
首

河
口
之
野
邊
ホ
鷹
而
夜
乃
歴
者
妹
之
手
本
師
所
念
鴨
（
6

．-
0
二九）

謀
反
殺
軍

天
皇
御
製
歌
一
首

妹
ホ
懇
吾
乃
松
原
見
渡
者
潮
干
乃
潅
ホ
多
頭
鳴
渡

(
6
・
1
0
三
0
)

右
一
首
今
案
吾
松
原
在
三
重
郡
相
去
河
口
行
宮
遠
突
若
疑

御
在
朝
明
行
宮
之
時
所
製
御
歌
博
者
誤
之
欺

丹
比
屋
主
真
人
歌
一
首

後
年
之
人
乎
思
久
四
泥
能
埼
木
綿
取
之
泥
而
好
往
跡
其
念

(
6
・
1
0
三
一
）

右
案
此
歌
者
不
有
此
行
之
作
乎
所
以
然
言
勅
大
夫
従
河
口

行
宮
還
京
勿
令
従
駕
焉
何
有
詠
思
泥
埼
作
歌
哉

狭
残
行
宮
大
伴
宿
祢
家
持
作
歌
二
首

天
皇
之
行
幸
之
随
吾
妹
子
之
手
枕
不
巻
月
曽
歴
去
家
留(

6
・
1
 0
三
二
）

御
食
國
志
麻
乃
海
部
有
之
真
熊
野
之
小
訟
ホ
乗
而
奥
部
榜
所
見

(
6
・
1
 0
三
三
）

廣

岡

義

隆

ー
天
平
十
二
年
聖
武
行
幸
時
の
伊
勢
路
の
萬
葉
詠
か
ら
ー
ー
＇

狭
残
行
宮
に
お
け
る
大
伴
家
持
詠
に
つ
い
て
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美
濃
國
多
藝
行
宮
大
伴
宿
祢
東
人
作
歌
一
首

従
古
人
之
言
来
流
老
人
之
愛
若
云
水
曽
名
休
負
瀧
之
瀬(

6
・
1
 0
三
四
）

大
伴
宿
祢
家
持
作
歌
一
首

田
跡
河
之
瀧
乎
清
美
香
従
古
官
仕
兼
多
藝
乃
野
之
上
尿(

6
・
1
0
三
五
）

不
破
行
宮
大
伴
宿
祢
家
持
作
歌
一
首

闊
無
者
還
ホ
谷
藻
打
行
而
妹
之
手
枕
巻
手
宿
益
乎

(
6
・
I
0
三
六
）

（
『
萬
葉
集
』
巻
第
六
）

こ
の
一
連
八
首
の
前
に
位
置
す
る
の
は
、
天
平
十
一
年
（
前
年
）
の
大

伴
坂
上
郎
女
作
の
一
首
で
あ
る
。
ま
た
、
一
連
八
首
に
続
く
歌
は
三
年
後

の
天
平
十
五
年
の
久
迩
京
に
お
い
て
の
詠
歌
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

歌
に
挟
ま
れ
る
形
で
一
連
八
首
が
あ
り
、
こ
の
八
首
は
、

十
二
年
庚
辰
冬
十
月
依
大
宰
少
咸
藤
原
朝
臣
廣
嗣
謀
反
狡
軍
幸
千
伊

勢
國
之
時

と
い
う
題
詞
で
括
ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
当
稿
で
取
り
上
げ
る
歌
は
こ

の
八
首
中
に
位
置
し
て
い
る
。

ま
ず
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、
『
続
日
本
紀
』
か
ら

つ
い
で
、
『
続
日
本
紀
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
で
こ
の
行
幸
に
関
わ

る
個
所
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
一
々
の
引
用
は
省
く
が
、
そ
の
記
事
を
確

認
す
る
中
で
、
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。

1
0
月
二
九
日
：
…
…
…
…
…
，
堀
越
頓
宿
'
•
…
…
,
'
：

1

泊

1
0
月
三

0
日
（
大
月
）
…
…
名
張
郡
…
…
…
…
'
:
1
泊

―
一
月
一
日
'
•
…
…
…
…
•
,
：
安
保
頓
宮
宿
：
…
…

•
1

泊

―
一
月
二
日
・
・
・
・
・
・
・
・
…
…
…
＇
河
口
頓
宮
：
…
…
…

•
1
0
泊

―
一
月
―
二
日
・
'
…
…
…
・
…
…
壱
志
郡
宿
…
…
…
・
:
2
泊

―
一
月
一
四
日
：
…
…
…
…
•
,
：
赤
坂
頓
宮
・
'
…
…
…
•
9
泊

―
一
月
二
三
日
：
…
…
…
…
•
,
：
朝
明
郡
；
…
…
…
…
•
2
泊

―
一
月
二
五
日
…
…
…
…
…
…
石
占
頓
宿
：
・
・
:
・
:
・
:
1
泊

―
一
月
二
六
日
（
小
月
）
…
…
当
伎
郡
：
…
…
…
…•4
泊

―
二
月
一
日
：
·
…
…
…
・
・
・
・
・
・
不
破
頓
宿
：
…
…
…
•
5
泊

即
ち
、
「
頓
宮
」
の
「
宮
」
と
「
宿
」
と
に
は
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
河
口
頓
宮
」
や
「
赤
坂
頓
宮
」
に
は

‘
1
0泊

と
か
九
泊
と
多
い
日
数
の
宿
泊
が
あ
る
。
ま
た
「

0
0
郡
」
と
あ
る
の
は

郡
家
で
の
宿
泊
で
は
な
い
か
と
愚
考
し
た
。
『
風
土
記
』
に
お
い
て
は
「
郡

家
」
の
こ
と
を
略
し
て
「

0
0
郡
」
と
称
す
る
の
が
専
ら
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
右
の
件
に
つ
い
て
山
中
章
氏
か
ら
、
仁
藤
敦
史
氏
に
先
行
研
年
究
が

あ
る
と
の
教
示
を
受
け
た
。
即
ち
、
以
下
が
そ
れ
で
あ
る
。

・
:
・
：
郡
に
対
し
て
「
到
頓
宿
」
と
い
う
表
記
が
多
く
見
ら
れ
、
と
り

わ
け
壱
志
郡
河
口
頓
宮
と
壱
志
郡
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
単

に
行
列
が
郡
を
経
過
し
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
壱
志
~
家
に

宿
泊
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
・
・
・
中
略
…
~
上
に
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よ
れ
ば
、
頓
宮
以
外
の
仮
宮
と
し
て
は
郡
家
や
駅
家
が
活
用
さ
れ
た

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

。

（

注

1
)

従
い
た
い
。
当
初
、
発
表
題
中
に
「
聖
武
坊
循
」
の
語
を
入
れ
て
い
た

が
、
出
発
(
+
月
二
十
九
日
）
の
一

0
日
前
に
「
造
伊
勢
国
行
宮
司
」
を
任
じ

て
お
り
(
+
月
十
九
日
）
、
末
確
定
な
東
行
で
は
な
く
、
行
路
は
充
分
に
策
定

さ
れ
て
の
旅
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
瀧
浪
貞
子
氏
は
、

・
:
,
：
総
勢
四
百
人
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
多
人
数
に
よ
る
大
移
動
で
あ

っ
た
。
・
：
中
略

．．． 
は
じ
め
か
ら
数
日
間
程
度
の
離
京
と
い
っ
た
た
ぐ

い
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
…
中
略
・
・
・
聖
武
天
皇

が
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
大
海
人
皇
子
の
行
動
を
意
識
し
、
そ
れ
を

追
体
験
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（注
2
)

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
肯
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
録
に
見
ら
れ
る
行
程
と
『
萬
葉
集
』
に
見
ら

れ
る
地
名
（
地
名
は
「
鉤
括
弧
」
で
括
っ
た
）
と
を
重
ね
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
た
だ
し
、
そ
の
左
注
は
萬
葉
集
編
者
（
後
人
）
の
コ
メ
ン
ト
に
当
た
る

の
で
、
別
に
考
察
し
、
こ
の
一
覧
に
は
掲
げ
な
い
。

『
萬
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
地
名
『
続
日
本
紀
』
の
記
録

①
「
伊
勢
」
國
・
「
河
口
」
行
宮

(
1
0
二
九
題
）
河
口
頓
宮

(
1
1
/
2
S
)

②
「
河
口
」
之
野
邊

(
1
0
二

九

歌

）

河

口

頓

宮

(
1
1
/
2
S
)

③
松
原
・
潮
干
乃
潅

(
1
0
三
0
歌）

④
「
四
泥
」
能
埼

(
1
0
三
一
歌
）

⑤
「
狭
歿
」
行
宮

(
1
0
三
二
S
三
題
）

⑥
御
食
國
「
志
麻
」
乃
海
部
・
真
熊
野
之
小
訟

(
1
0
三
三
歌
）

⑦
「
美
濃
」
國
「
多
藝
」
行
宮

(
1
0
三

四

題

）

当

伎

郡

(
1
1
/
2
6
S
)

⑧
瀧
之
瀬

(
1
0
三

四

歌

）

当

伎

郡

(
1
1
/
2
6
S
)

⑨
「
田
跡
」
河
之
瀧
・
「
多
藝
」
乃
野

(
1
0
三
五
歌
）
当
伎
郡

(
1
1
/
2
6
S
)

⑩
「
不
破
」
行
宮

(
1
0
三

六

題

）

不

破

頓

宿

(
1
2
/
1
ー）

⑪
闊

(
1
0
三

六

歌

）

不

破

頓

宿

(
1
2
/
1
S
)

③

S
⑥
の
間
が
『
続
日
本
紀
』
の
行
程
と
対
応
し
な
い
。

③
歌
に
つ
い
て
は
、

右
一
首
今
案
吾
松
原
在
三
重
郡
相
去
河
口
行
宮
遠
突
若
疑
御

在
朝
明
行
宮
之
時
所
製
御
歌
博
者
誤
之
欺

と
い
う
左
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
井
巌
氏
が
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

左
注
筆
者
は
、
一

0
二
九
題
詞
の
河
口
行
宮
を
こ
の
御
製
歌

(II-

0
三
0
番
歌
）
に
ま
で
関
係
さ
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
疑
問
を
生
じ

た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
伊
勢
行
幸
に
関
連
す
る
作
を
集
め
並
べ
、

こ
れ
ら
に
題
詞
を
付
し
た
人
（
巻
六
の
編
者
）
と
は
関
連
な
く
、
他

の
人
が
後
に
こ
の
左
注
を
付
し
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
考
に
「
此
小
注
は
必
後
人
の
書
添
し
な
り
。
家

持
卿
従
駕
に
て
う
け
給
は
り
し
御
製
歌
に
何
ぞ
か
か
る
疑
し
き
事
の

あ

ら

ん

や

。

」

と

直

赦

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

（

注
3
)

こ
の
左
注
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
天
皇
御
製
歌
、

妹
佑
患
吾
乃
松
原
見
渡
者
潮
干
乃
減
ホ
多
頭
鳴
渡

(
6
・
1
0
三〇）
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の
第
二
句
「
吾
乃
松
原
」
を
「
あ
か
ま
つ
ば
ら
」
と
訓
み
、
そ
の
「
あ
か

ま
つ
ば
ら
」
（
赤
松
原
）
に
つ
い
て
、
「
吾
松
原
」
（
あ
か
ま
つ
ば
ら
）
と
比
定

し
て
、
「
吾
松
原
ハ
三
重
郡
二
在
リ
。
河
口
行
宮
ヲ
相
去
ル
コ
ト
遠
シ
。

云
々
」
と
、
萬
葉
集
の
或
る
段
階
の
編
者
が
コ
メ
ン
ト
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
は

三
重
郡
赤
松
原
百
町
。
開
八
町
、
末
開
田
代
九
十
二
町
。
四
至
〔
東

上
無
清
泉
、
南
申
社
山
道
、
北
郡
堺
道
、
西
山
之
限
〕
（
注
4
)

と
い
う
『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
材
帳
』
の
典
拠
が
あ
り
、
確
か
な

根
拠
に
よ
っ
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
第
二
句
の
「
吾

乃
松
原
」
を
「
あ
か
ま
つ
ば
ら
」
と
訓
ん
だ
上
で
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

第
二
句
「
吾
乃
松
原
」
に
つ
い
て
は
、

天
平
二
年
庚
午
冬
十
一
月
大
宰
帥
大
伴
卿
被
任
大
納
言
〔
兼
帥
／
如

置
上
京
之
時
僚
従
等
別
取
海
路
入
京
於
是
悲
傷
羅
旅
各
陳
所
心

作
歌
十
首
（
内
、
冒
頭
詠
）

和
我
勢
兒
乎
安
我
松
原
欲
見
度
婆
安
麻
乎
等
女
登
母
多
麻
藻
可
流
美

由

(
1
7
•三八
九
0
)

右
一
首
三
野
連
石
守
作

の
歌
か
ら
、
．

妹
に
恋
ひ
吾
の
松
原
ゆ
見
渡
せ
ば
潮
干
の
浦
に
た
づ
嗚
き
渡
る

と
訓
ん
で
序
歌
と
見
る
の
が
よ
く
、
地
名
（
固
有
名
詞
）
は
詠
み
込
ま
れ
て

お
ら
ず
、
単
な
る
「
松
原
」
と
い
う
普
通
名
詞
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
か
つ
て
論
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
5
)
。

現
在
一
般
に
こ
の
第
二
句
「
吾
乃
松
原
」
は
「
あ
が
の
ま
つ
ば
ら
」
と

訓
ま
れ
て
い
る
が
、
助
詞
「
が
」
の
下
に
助
詞
「
の
」
を
接
続
す
る
読
み

は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
及
し
た
。

以
上
に
よ
り
、
こ
の
③
歌
に
つ
い
て
は
、
「
松
原
」
「
潮
干
の
減
」
と
い

う
限
定
の
み
と
な
り
、
そ
の
詠
作
地
を
ど
の
地
点
と
限
定
出
来
る
も
の
で

は
な
い
。
『
続
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
行
程
、
河
口
頓
宮

S
壱
志
郡
宿

S
赤

坂
頓
宮

S
朝
明
郡

S
石
占
頓
宿

S
当
伎
郡
か
ら
す
る
と
、
可
能
性
の
あ
る

詠
作
地
は
、
壱
志
郡
か
ら
鈴
鹿
郡
赤
坂
頓
宮
ま
で
の
間
に
お
け
る
一
志
か

ら
安
濃
に
か
け
て
の
海
岸
付
近
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

ま
た
④
歌
に
つ
い
て
は
、

右
案
此
歌
者
不
有
此
行
之
作
乎
所
以
然
言
勅
大
夫
従
河
口
行

宮
還
京
勿
令
従
駕
焉
何
有
詠
思
泥
埼
作
歌
哉

と
い
う
作
者
に
つ
い
て
の
左
注
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
、
題

詞
に
示
さ
れ
た
「
丹
比
屋
主
」
は
「
丹
比
家
主
」
の
誤
り
と
す
る
解
釈
（
『
萬

葉
集
古
義
』
『
萬
葉
集
注
釈
』
）
で
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
詠
作
地
の
「
四

泥
能
埼
」
に
つ
い
て
は
、
四
日
市
市
大
宮
町
の
志
氏
神
社
が
存
す
る
高
台

と
一
般
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
地
に
つ
い
て
、
さ
し
た
る
根
拠
と
い
う
ほ

ど
の
も
の
は
な
い
が
、
異
説
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

岡
田
登
氏
は
、

阿
倉
川
町
か
ら
羽
津
町
に
か
け
て
志
氏
我
野
あ
る
い
は
志
根
我
野
と

言
わ
れ
て
い
た
洪
積
台
地
先
端
付
近
（
こ
の
台
地
上
の
羽
津
町
に
は
、
延

喜
式
内
社
の
「
志
氏
神
社
」
が
鎮
座
し
、
境
内
に
は
碧
玉
製
車
輪
石
や
硬
玉
製

勾
玉
の
出
土
し
た
四
世
紀
後
半
頃
の
前
方
後
円
墳
〈
径
約
三
0
メ
ー
ト
ル
の
後

円
部
の
み
残
存
〉
、
志
丘
神
社
古
墳
が
所
在
す
る
）
に
あ
た
り
、
『
万
葉
集
』
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問
題
は
⑤
の
「
狭
残
」
と
示
さ
れ
た
行
宮
の
地

(
6
・
I
0
三
二
S
三、

題
詞
）
の
位
置
で
あ
る
が
、
「
狭
残
」
の
位
置
確
認
に
入
る
前
に
、
見
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
が
あ
る
。
こ
の
一
連
の
歌
群

(
1
0
二
九

s-

0
三
六
番
歌
）
は
、
再
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
影
山
尚
之
氏

や
新
沢
典
子
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
影
山
尚
之
氏
は
、

各
々
の
題
詞
に
は
《
祠
笥
》
＋
《
作
者
名
》
＋
《
僭
劇
—
首
》
の

項
目
を
記
す
。
事
実
を
正
確
に
記
し
留
め
よ
う
と
の
意
図
が
働
い
て

い
る
と
受
け
取
れ
る
。
た
だ
例
外
と
な
る
の
は
B
(
=
1
0
三
0
)

．

C
(
1
1
 1
0
三
一
）
•
G
(
1
11
0
三
五
）
歌
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
《
行

宮
》
の
項
目
が
欠
落
し
て
い
る
。
う
ち
G
歌
は
前
の

F
歌
題
詞
に
統

括
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
か
ら
問
題
な
い
と
し
て
、
前
二
首
を

こ
れ
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

、
歌
群
の
再
編
問
題
に
つ
い
て

の
「
四
泥
の
崎
」
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た

三
重
庄
の
東
の
四
至
で
あ
る
「
布
沼
雪
上
埼
」
は
難
訓
で
、
南
の
「
遠

河
」
以
外
の
北
・
西
の
四
至
に
誤
字
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
東
も

字
形
の
類
似
か
ら
「
市
泥
」
或
は
「
市
泥
野
」
の
誤
り
で
あ
っ
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
、
三
滝
川
と
海
蔵
川
と
の
合
流
点
付
近
の
自
然
堤
防

（図
3
…
略
）
を
「
市
泥
野
上
埼
」
、
近
世
東
海
道
の
走
る
自
然
堤
防

を
、
「
下
埼
」
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
（
注
6
)

と
し
て
い
る
。

と
し
、
こ
の
一

0
三
O
S
1
0
三
一
番
歌
に
つ
い
て
は
「
左
注
の
段
階
で

既
に
疑
義
が
示
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
左
注
の
問
題
を
提
起
す
る
と

共
に
、

c歌
題
詞
に
《
作
歌
》
で
な
く
単
に
《
歌
》
と
の
み
あ
る
こ
と
に
も

注
意
し
て
お
き
た
い
。
他
の
題
詞
が
、

B
の
「
御
製
歌
」
を
除
け
ば

い
ず
れ
も
《
作
歌
》
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
も
異

例
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
し
て
、B

.
c歌
は
他
の
六
首
と
は
別
の
資
料
か
ら
出
て
い
る
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

と
し
た
（
注
7
)
。
新
沢
典
子
氏
は
、
影
山
尚
之
氏
の
成
果
と
は
別
個
に
ほ

ぼ
同
じ
結
論
に
気
付
き
、

こ
の
歌
群
が
、
実
際
の
作
歌
順
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
歌
が

行
程
に
沿
う
よ
う
に
歌
中
の
地
名
を
手
が
か
り
に
編
者
に
よ
っ
て
再

編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
見
得
る
。

（注
8
)

と
指
摘
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
影
山
尚
之
氏
や
新
沢
典
子
氏
の
研
究
に
よ
っ
て

も、

「
松
原
」

(
1
0
三
0
)

一
志
か
ら
安
濃
に
か
け
の
海
浜

「
四
泥
能
埼
」

(
1
0
三
一
）
…
・
・
・
四
日
市
市
大
宮
町
志
氏
神
社
近
傍

と
い
う
推
考
は
大
き
く
は
変
ら
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
と
共
に
、
「
狭
残
」

(
1
0
三
二
）
の
地
は
、
「
河
口
」
（
行
宮
）
か
ら
「
美
濃
國
多
藝
」
（
行
宮
）
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さ
て
、
⑤
に
「
狭
残
」
と
示
さ
れ
た
行
宮
の
地
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
地

を
比
定
出
来
な
い
で
い
た
。

ま
ず
こ
の
「
狭
残
」
の
用
字
に
つ
い
て
は
、
古
写
本
各
種
に
異
動
が
な

く
、
本
文
上
は
問
題
が
存
し
な
い
と
認
定
し
て
よ
い
（
注
9
)
。

こ
の
一

0
三
二
番
歌
題
詞
に
見
ら
れ
る
「
狭
残
」
の
地
に
つ
い
て
、
山

中
章
氏
は
、
久
留
倍
遺
跡
こ
そ
狭
残
行
宮
の
地
で
、
そ
れ
は
朝
明
行
宮
の

別
名
で
あ
る
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
「
狭
残
行
宮
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た

が
、
久
留
倍
遺
跡
に
立
て
ば
遥
か
志
摩
の
地
ま
で
も
眺
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
い
や
、
こ
こ
以
外
で
は
海
人
が
小
船
で
行
く
風
景
を
見
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
久
留
倍
遺
跡
こ
そ
狭
残
行
宮
（
朝
明
行
宮

の
別
名
）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
（
注
10)

ま
た
岡
田
登
氏
は
、
歴
史
地
名
「
佐
々
良
井
」
（
礫
井
）
か
ら
、
次
の
よ

う
に
考
察
し
た
。

前
述
し
た
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
『
朝
明
郡
内
桑
名
藩
領
絵
図
』

（図
2
.
：
略
）
に
は
、
久
留
倍
遺
跡
の
北
東
に
「
大
ヤ
チ
出
郷
礫
井
」

が
あ
り
、
延
元
四
年
(
-
三
三
九
）
の
『
諸
国
御
厨
御
園
帳
』
に
は
、

「
佐
々
良
井
神
田
」
が
あ
り
、
ま
た
大
矢
知
の
字
名
に
「
礫
井
」
（
サ

ザ
ラ
イ
）
が
あ
り
、
現
在
下
さ
ざ
ら
い
町
と
し
て
名
を
留
め
て
い
る
。

四
、
「
狭
残
行
宮
」
の
地
と
「
狭
残
」
の
訓
み
に
つ
い
て

の
間
と
推
定
域
が
広
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
し
、

こ
の
「
サ
ザ
ラ
イ
」
は
、
狭
残
（
サ
ザ
）
の
地
名
に
関
わ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
大
矢
知
の
古
名
は
「
狭
残
」
で
、
出
郷
の

「
礫
井
」
は
大
矢
知
（
狭
残
）
村
が
朝
明
川
に
設
け
た
井
堰
に
由
来

し

た

地

名

と

考

え

ら

れ

る

。

（

注

11)

こ
れ
ま
で
不
明
と
さ
れ
て
来
た
「
狭
残
行
宮
」
の
地
は
、
こ
れ
で
確
定

し
た
と
見
て
よ
い
。
久
留
倍
遺
跡
そ
の
も
の
が
「
狭
残
行
宮
」
で
あ
る
か

ど
う
か
は
さ
て
お
い
て
、
古
名
「
狭
残
」
は
現
今
の
「
下
さ
ざ
ら
い
」
に

相
当
し
、
遡
っ
て
は
「
佐
々
良
井
」
（
礫
井
）
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

と
な
る
と
、
「
狭
残
」
の
訓
み
に
つ
い
て
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
く
る
。

本
居
宣
長
は
『
地
名
字
音
轄
用
例
』
の
中
で
、
「
J
ノ
韻
ヲ
司
ノ
行
ノ
音

二
轄
ジ
用
ヒ
タ
ル
例
」
と
し
て
、
「
さ
ら
A

讃
良
」
「
は
り
ま
播
磨
」

「
す
る
が
駿
河
」
「
つ
る
が
敦
賀
」
「
く
る
へ
訓
覇
」
等
の
事
例
を

挙
げ
て
お
り
、
築
島
裕
氏
は
こ
の
宣
長
の
著
を
引
い
た
後
に
、

n
の
韻
尾

を
地
名
音
の
表
記
と
し
た
も
の
と
し
て
、
「
棚
磨
」
「
顧
河
」
等
の
例
を
挙

げ
つ
つ
、
韻
尾

n
と
韻
尾

n
(
m
)
と
の
別
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

（注
12)
。

ま
た
犬
飼
隆
氏
は
、

八
世
紀
初
頭
ま
で
の
文
献
に
お
い
て
、
固
有
名
詞
の
表
記
に
陽
声
字

(11
韻
尾
を
も
つ
漢
字
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
二
合
仮
名
か
連

合
仮
名
の
い
ず
れ
か
の
用
法
で
あ
る
と
予
想
し
て
よ
い
。

（
所
収
本
、

75
頁）
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五
、
「
御
食
國
志
麻
乃
海
部
有
之
」
に
つ
い
て

漢
字
音
の

n
韻
尾
を
日
本
語
の
ラ
行
音
に
あ
て
た
表
記
は
、
ツ
ル
ガ

の
「
敦
賀
」
、
ハ
リ
マ
の
「
播
磨
」
、
ヘ
グ
リ
の
「
平
群
」
な
ど
、
例

が

多

い

。

（

所

収

本

、

71
頁）

と
し
て
い
る
（
注
13)
。

「
残
」
字
は
『
韻
鏡
』
の
外
転
第
二
十
三
開
の
平
声
一
等
（
歯
濁
音
）
に

位
置
し
、
そ
の
韻
尾
は
「

n
」
音
で
あ
る
（
推
定
音
は
人
に
よ
り
多
少
の
出
入

り
が
存
す
る
が
、

dzan
と
な
る
1

注
14)
。
よ
っ
て
、
地
名
「
狭
残
」
の
訓

み
は
「
さ
ざ
ら
」
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
前
記
岡
田
登
氏
指
摘
の
延
元

四
年
(
-
三
三
九
）
『
諸
國
御
厨
御
園
帳
』
（
神
宮
文
庫
蔵
、
天
正
八
年
〈
一
五
八

0
〉
写
本
、
注
15)

に
は
「
佐
々
良
井
神
田
」

(23
丁
表
9
、
左
記
臨
写
、
参
照
）

と
あ
り
、
「
狭
残
」
は
「
サ
ザ
ラ
」
と
い
う
発
音
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
良

い
。
「
狭
残
行
宮
」
は
「
さ
ざ
ら
の
か
り
み
や
」
と
な
る
。
第
二
音
節
の
濁

音
に
つ
い
て
も
、
『
韻
鏡
』
の
歯
濁
音
と
現
在
残
る
「
下
さ
ざ
ら
い
町
」
の

濁
音
と
が
証
し
て
い
よ
う
。

絣
吼
粋
蒻
急

i
行
国
白
J

（
右
は
廣
岡
の
鉛
筆
臨
写
の
画
像
取
込
）

こ
れ
で
長
ら
く
比
定
地
不
明
で
あ
っ
た
「
狭
残
行
宮
」
の
概
ね
の
位
置

と
そ
の
訓
み
が
明
ら
か
と
な
っ
て
来
た
。

四
日
市
市
大
矢
知
町
に
存
す
る
久
留
倍
遺
跡
に
は
、
塀
に
囲
ま
れ
た
正

小
訟
ホ
乗
而

倉
が
存
在
す
る
と
共
に
（
注
16)
、
よ
り
早
い
遺
構
と
し
て
の
郡
家
（
郡
街
）

が
存
し
た
可
能
性
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
17)0

こ
の
発
掘
地
の
台
地
は
自
然
地
形
で
は
な
く
、
恐
ら
く
役
所
区
画
を
形

成
す
る
た
め
に
山
顕
を
切
り
取
っ
て
開
い
た
造
成
地
に
違
い
な
い
。
方
位

が
東
方
を
向
く
こ
と
が
、
所
謂
風
水
思
想
に
は
合
致
し
な
い
が
、
三
方
を

山
に
囲
ま
れ
、
前
方
が
諮
然
と
開
い
た
好
地
で
あ
る
（
注
18)
。

小
高
い
こ
の
丘
に
登
れ
ば
、
前
方
（
東
方
）
に
は
、
伊
勢
湾
の
展
望
が
開

け
て
い
る
。
『
萬
葉
集
』
で
い
う
「
伊
勢
の
海
」
と
は
、
通
常
は
伊
勢
南
部

か
ら
志
摩
地
域
を
中
心
と
す
る
外
海
を
さ
し
て
言
う
（
注
19)
。
し
か
し
こ

の
一
連
の
行
幸
で
は
、
そ
う
し
た
外
海
と
し
て
の
「
伊
勢
の
海
」
を
臨
み

見
る
べ
く
も
な
く
、
ま
た
歌
中
に
「
伊
勢
の
海
」
の
語
も
使
用
さ
れ
て
は

い
な
い
。
た
だ
「
御
食
つ
国
志
麻
の
海
部
有
ら
し
真
熊
野
の
小
船
に
乗
り

て
奥
へ
榜
ぐ
見
ゆ
」

(
6
・
I
0
三
三
）
と
海
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌

に
詠
ま
れ
た
「
真
熊
野
の
小
船
」
と
は
、
「
熊
野
諸
手
船
」
（
神
代
紀
下
、
第

九
段
正
文
）
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
（
注
20)
、
そ
の
「
真
熊
野
の
船
」
を

造
船
す
る
「
猪
名
部
の
匠
」
を
想
起
し
て
の
詠
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

前
方
に
伊
勢
湾
の
海
景
が
展
開
し
、
か
つ
は
著
名
な
猪
名
部
氏
を
想
起
し

得
る
地
が
、
こ
の
大
矢
知
町
に
存
在
す
る
久
留
倍
の
丘
陵
に
存
し
た
郡
家

の
地
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

『
萬
葉
集
』
巻
第
六
の
一

0
三
三
番
歌
の
詠
作
地
は
久
留
倍
遺
跡
が
存

す
る
朝
明
郡
家
の
地
で
あ
り
、
そ
の
所
（
あ
る
い
は
そ
の
近
傍
）
に
「
狭
残

行
宮
」
は
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

御
食
國
志
麻
乃
海
部
有
之

真
熊
野
之

奥
部
榜
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以
上
、
当
論
は
、
狭
残
行
宮
で
の
大
伴
家
持
の
萬
葉
詠
中
の
第
二
詠
を

中
心
に
据
え
て
考
察
し
た
。

六
、
ま
と
め

所
見
(
6
・
1
0
三
三
）

大
伴
家
持
は
、
小
高
い
丘
か
ら
海
景
を
展
望
し
て
「
あ
れ
は
御
食
国
で

あ
る
志
麻
の
海
部
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
小
船
に
乗

る
海
部
と
い
う
眼
前
に
展
開
す
る
景
が
「
志
麻
の
海
部
」
で
あ
る
と
い
う

保
証
は
こ
れ
と
い
っ
て
は
な
い
が
、
家
持
は
歌
に
「
志
麻
の
海
部
」
を
詠

み
こ
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
明
確
で
な
い
の
が
、
「
真
熊
野

の
小
船
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
奥
」
（
沖
）
の
彼
方
を
榜
ぐ
「
小
船
」

を
ど
う
し
て
「
真
熊
野
の
小
船
」
（
熊
野
タ
イ
プ
の
船
：
…
・
熊
野
諸
手
船
）
と
見

得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
人
々
の
視
力
が
良
い
こ
と
は
確
か
に
違
い

な
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
詠
作
地
と
そ
の
近
傍
の
員
弁
の
地
（
注
21)

か
ら

の
想
起
詠
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
こ
の
一
首
は
、
行
程
上
や
が
て
伊
勢
湾
の
光
景
が
見
ら
れ
な
く

な
る
と
い
う
「
狭
残
」
の
地
に
あ
っ
て
、
沖
合
の
彼
方
に
点
に
近
い
姿
で

認
め
ら
れ
た
小
船
の
景
を
契
機
と
し
て
、
「
真
熊
野
之
小
訟
」
を
想
起
し
、

か
つ
は
そ
の
「
真
熊
野
之
小
訟
」
を
乗
り
回
し
て
い
た
「
御
食
國
志
麻
乃

海
部
」
に
思
い
を
馳
せ
た
思
念
詠
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。
そ
の
背

景
に
は
、
「
真
熊
野
之
小
訟
」
を
造
る
こ
と
で
名
を
知
ら
れ
て
い
た
「
猪
名

部
の
匠
」
（
注
22)

と
い
う
地
縁
に
基
づ
い
て
の
詠
歌
と
見
る
の
が
よ
い
。

「
狭
残
」
の
地
は
、
岡
田
登
氏
が
指
摘
す
る
延
元
四
年
(
-
三
三
九
）
の

『
諸
国
御
厨
御
園
帳
』
に
見
ら
れ
る
「
佐
々
良
」
（
礫
）
の
地
に
相
当
し
、

現
在
は
「
四
日
市
市
下
さ
ざ
ら
い
町
」
と
し
て
そ
の
名
を
残
し
て
お
り
、

「
狭
残
」
の
訓
み
は
即
ち
「
さ
ざ
ら
」
と
な
る
こ
と
を
漢
字
音
と
そ
の
受

容
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
「
狭
残
行
宮
」
の
地
は
久
留
倍
遺
跡
そ
の
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
大
い
に
あ
る

と
共
に
、
或
い
は
「
狭
残
行
宮
」
の
宮
地
は
久
留
倍
遺
跡
の
近
傍
の
地
で

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
大
伴
家
持
詠
の
二
首
が
披
露
さ
れ
た
の
は
狭

残
行
宮
で
の
宴
に
お
い
て
で
あ
り
（
題
詞
）
、
そ
の
第
二
詠
、

御
食
國
志
麻
乃
海
部
有
之
真
熊
野
之
小
訟
年
乗
而
奥
部
榜
所
見

(
6
・
I
 0
三三）

の
歌
の
景
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
久
留
倍
遺
跡
が
存
在
す
る
丘
陵
地
の
展

望
に
お
い
て
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。

そ
の
歌
詠
は
想
念
詠
な
が
ら
、
海
の
彼
方
に
浮
か
ぶ
「
小
船
」
を
「
真

熊
野
の
小
船
」
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
船
を
乗
り
ま
わ
す
こ
と
で
都
に

知
ら
れ
て
い
た
「
御
食
國
志
麻
乃
海
部
」
に
思
い
を
馳
せ
て
の
こ
と
で
あ

り
、
か
つ
は
著
名
な
（
注
23)

そ
の
熊
野
タ
イ
プ
の
船
か
ら
地
縁
の
猪
名

部
氏
に
寄
せ
て
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
影
山
尚
之
氏
は
こ
の
歌
が
叙
景

歌
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
歌
群
構
成
に
際
し
て
は
持
統
六
年
の
伊

勢
行
幸
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
（
注
24)
、

廣
川
晶
輝
氏
は
天
武
皇
統
讃
美
の
性
格
を
「
御
食
つ
国
」
の
語
か
ら
考
察

し
（
注
25)
、
小
野
寛
氏
は
「
行
幸
従
駕
の
天
皇
讃
美
と
古
代
へ
の
回
想
」

を
読
み
取
っ
て
い
る
（
注
26)
。
そ
う
し
た
聖
武
天
皇
へ
の
思
念
が
歌
詠
の
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【注一

1

仁
藤
敦
史
氏
「
古
代
の
行
幸
と
離
宮
」
（
『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』
第
一
九
号
、

二
0
0
三
年
―
二
月
）
。

2

瀧
浪
貞
子
氏
「
聖
武
天
皇
「
窃
径
五
年
」
の
軌
跡
」
（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文

化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
三
号
、
一
九
九

0
年
。
同
氏
『
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研

究
』
所
収
）
。
引
用
は
所
収
本
に
よ
る
。

3

吉
井
巌
氏
『
萬
葉
集
全
注
』
（
巻
第
六
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
九
月
）
。
文
中
の

「
考
」
と
は
、
狛
諸
成
編
の
『
萬
葉
考
』
の
こ
と
を
い
う
。

4

『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
材
帳
』
（
天
平
十
九
年
〈
七
四
七
〉
二
月
十
一
日
）

『
大
日
本
古
文
書
』
〔
二
〕
六
二
四
頁

s
（
該
当
頁
、
六
五
四
頁
）
。

5

廣
岡
義
隆
「
「
吾
乃
松
原
」
に
つ
い
て
」
（
『
三
重
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
三
一
巻

二
号
、
一
九
八

0
年
三
月
）
。

岡
田
登
氏
「
壬
申
の
乱
及
び
聖
武
天
皇
伊
勢
巡
幸
と
北
伊
勢
（
上
）
（
下
）

6
 

底
に
全
く
流
れ
て
い
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
こ
の
一

0
三
三
番
歌

は
右
に
見
た
古
代
性
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
叙
景
の
歌
で
あ
る
。
森
朝
男
氏

は
「
奉
仕
者
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
描
く
、
と
い
う
行
幸
歌
の
伝
統
的
構
図
」

に
よ
り
な
が
ら
も
「
遠
景
と
し
て
詠
ま
れ
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
「
儀

礼
歌
の
体
を
一
っ
脱
し
た
お
も
む
き
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
注

27)
。
前

に
位
置
す
る
第
一
詠
(
6
・
1
0
三
二
）
と
共
に
、
狭
残
と
い
う
行
宮
に
お

け
る
宴
で
の
直
叙
歌
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
そ
の
大
伴
家
持
の
第
一
詠
に

つ
い
て
の
考
察
は
、
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

一
九
一

s
一
九

朝
明
郡
家
跡
の
発
見
を
契
機
と
し
て
ー
」
皇
學
館
大
學
『
史
料
』

二
号
、
二

0
0
四
年
六
ー
八
月
）
。

な
お
岡
田
登
氏
は
「
遠
河
」
（
迩
太
川
）
に
つ
い
て
、
「
三
滝
川
は
、
野
田
町
の
東

方
で
海
蔵
川
に
合
流
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
、
合
流
点
以
東
の
海
蔵
川
を
「
遠
河
」

と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
い
る
。

7

影
山
尚
之
氏
「
聖
武
天
皇
「
東
国
行
幸
時
歌
群
」
の
形
成
」
（
『
解
釈
』
三
八
巻
八

号
、
一
九
九
二
年
八
月
）
。

8
新
沢
典
子
氏
「
巻
六
の
配
列
意
図
ー
歌
に
示
さ
れ
た
聖
武
朝
史
ー
」
（
美
夫
君

志
会
全
国
大
会
『
発
表
資
料
集
』
〈
二

0
0
四
年
六
月
二
七
日
〉
に
よ
る
）
。

9

『
校
本
萬
葉
集
』
四
（
佐
佐
木
信
綱
氏
・
橋
本
進
吉
氏
・
千
田
憲
氏
・
武
田
祐
吉

氏
・
久
松
潜
一
氏
編
、
一
九
三
一
年
九
月
）
及
び
『
校
本
萬
葉
集
』
十
三
、
新
増
補

（
佐
竹
昭
広
氏
・
木
下
正
俊
氏
・
神
堀
忍
氏
・
工
藤
力
男
氏
編
、
一
九
八
一
年
三
月
）

に
よ
る
。

1
0
山
中
章
氏
「
聖
武
天
皇
の
「
朝
明
行
宮
」
か
」
（
『
京
都
新
聞
』
二

0
0
四
年
六

月一

0
日）。

11

岡
田
登
氏
、
注
6
に
同
じ
。

1
2
築
島
裕
氏
「
地
名
の
漢
字
表
記
」
（
『
国
語
の
歴
史
』
第
三
章
、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
七
年
―
一
月
）
四
九
頁
。

13

犬
飼
隆
氏
「
万
葉
仮
名
の
漢
字
音
か
ら
の
「
離
れ
」
」
（
同
氏
『
上
代
文
字
言
語

の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
二
月
）
第
一
部
第
二
章
。
初
発
の
『
木
簡
研
究
』

―
一
号
（
一
九
八
九
年
―
一
月
）
に
加
筆
。

14

例
え
ば
、
高
本
漢

(
K
a
r
l
g
r
e
n
)
氏
（
『
中
國
音
韻
學
研
究
』
商
務
印
書
館
、
一

九
四

0
年
九
月
）
は
d
z
'
a
n
、
平
山
久
雄
氏
（
「
中
古
漢
語
の
音
韻
」
中
国
文
化
叢
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書
①
『
言
語
』
所
収
、
大
修
館
書
店
、
一
九
六
七
年
―
一
月
）
は

d
z
a
n
、
藤
堂
明

保
氏
・
小
林
博
氏
共
著
の
『
音
注
韻
鏡
校
本
』
（
木
耳
社
、
一
九
七
一
年
三
月
）
は

d
z
a
n
と
し
て
い
る
。

15

『
諸
國
御
厨
御
園
帳
』
ー
ー
『
國
書
継
目
録
』
に
は
、
神
宮
文
庫
蔵
本
し
か
登
載

さ
れ
て
い
な
い
。
冒
頭
に
「
給
人
引
付
諸
神
領
事
」

(
1
ウ
1
)
と
あ
り
、
「
伊
勢
國
」

の
「
度
會
郡
」
以
下
各
郡
及
び
各
国
の
御
厨
か
ら
の
米
（
麦
）
の
石
斗
と
御
園
の
石

斗
及
び
菓
子
等
が
明
記
さ
れ
た
後
、
「
諸
郷
祭
料
」
「
諸
郡
祭
料
」
「
諸
神
戸
祭
料
」

が
明
記
さ
れ
、
つ
い
で
示
さ
れ
る
「
渡
神
田
」
条
の
末
尾
に
「
朝
明
郡
佐
々
良
井
神

田
二
町
上
分
二
斗
」
と
あ
り
、
そ
の
後
「
諸
嶋
々
」
条
の
御
厨
が
示
さ
れ
て
「
右

注
進
如
件
」

(23
ウ
10)
で
結
ば
れ
、
次
行
に
「
延
元
四
年
十
月
日
」

(24
オ
1
)

の
期
日
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
延
元
四
年
は
一
三
三
九
年
）
。
こ
の
神
宮
文
庫
蔵
本

（
一
門
三
六
八
一
号
）
一
冊
は
天
正
八
年
(
-
五
八

0
)
の
写
（
大
尾
、
2
6
ウ
）

で
、
特
殊
本
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
別
に
明
治
二
十
四
年
＋
月
の
写
本
（
一
門
七
三

一
四
号
）
も
同
文
庫
に
は
蔵
さ
れ
て
い
る
。

16

「
寃
〔
胡
官
反
。
垣
也
。
院
字
〕
」
（
『
家
隷
萬
象
名
義
』
三
帖
六
ニ
ウ
）
と
あ
る

よ
う
に
、
垣
で
囲
ま
れ
た
建
造
物
は
「
院
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
意
味
で
の
「
正
倉
院
」

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

1
7
『
北
勢
バ
イ
パ
ス
発
掘
調
査
ニ
ュ
ー
ス
』
第
一
―
号
（
四
日
市
市
教
育
委
員
会

事
務
局
文
化
課
‘
―

1
0
0
四
年
二
月
）
。

1
8
『
続
日
本
紀
』
和
銅
元
年
（
七
0
八
〉
二
月
戊
寅

(15)
条
の
「
平
城
遷
都
の
詔
」

の
中
に
、
「
方
今
、
平
城
之
地
、
四
禽
叶
圏
、
三
山
作
鎮
、
睾
策
並
従
」
と
い
う
の

表
現
が
あ
る
。

1
9
犬
養
孝
氏
『
万
葉
の
旅
』
中
（
社
会
思
想
社
、
一
九
六
四
年
七
月
）
。

20

廣
岡
義
隆
「
狭
残
」
（
『
東
海
の
万
葉
歌
』
お
う
ふ
う
、
二

0
0
0年
七
月
）
。

21

『
大
日
本
古
文
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
「
伊
勢
國
員
辮
郡
笠
間
郷
戸

主
猪
名
部
美
久
」
（
天
平
十
六
年
〈
七
四
四
〉
十
一
月
九
日
「
優
婆
塞
貢
進
解
」
正
倉
院

文
書
、
『
大
日
本
古
文
書
』
〔
二
〕
三
六

0
頁
）
／
「
伊
勢
國
陸
悟
陸
拾
戴
町
員
辣

郡
宿
野
原
伍
栢
町
…
下
略
…
」
（
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
二
月
十
一
日
「
大
安
寺
伽
藍

縁
起
井
流
記
資
材
帳
」
、
『
大
日
本
古
文
書
』
〔
二
〕
六
五
二
頁
）
。

22

「
猪
名
部
の
匠
」
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
応
神
紀
三
十
一
秋
八
月
条
や

雄
略
紀
十
三
秋
九
月
条
に
逸
話
が
見
ら
れ
る
。
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、
以
下
の
よ

う
に
出
て
い
る
。

猪
名
部
造
伊
香
我
色
男
命
之
後
也
（
左
京
神
別
上
）
。

（
佐
伯
氏
本
文
篇
、
ニ
ー
七
頁
）

為
奈
部
首
伊
香
我
色
乎
命
六
世
孫
金
連
之
後
也
（
未
定
雑
姓
摂
津
国
）
。

（
同
本
文
篇
、
三
四
二
頁
）

為
奈
部
首
出
自
百
清
國
人
中
津
波
手
也
（
摂
津
国
諸
蕃
）
。

（
同
本
文
篇
、
三
一
八
頁
）

＊
佐
伯
有
清
氏
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
（
考
證
篇
第
三
、
第
六
、
第
五
）
参
照
。

「
ま
た
伊
勢
国
員
弁
郡
の
地
名
は
、
猪
名
部
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
も
と
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
員
弁
郡
の
人
、
猪
名
部
文
麻
呂
（
『
続
日
本
~
』
神
護

景
雲
二
年
五
月
癸
未
条
）
・
猪
名
部
造
財
麿
（
『
三
代
実
録
』
貞
銀
十
二
年
二
月

十
九
日
辛
丑
条
）
ら
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
知
ら
れ
る
。
」
（
佐
~
氏
『
新

撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
篇
第
三
、
八
七
頁
）

か
ら
に
の
し
ま

23

山
部
赤
人
は
瀬
戸
内
の
辛
荷
島
（
兵
庫
県
相
生
市
の
南
方
）
辺
り
で
、
「
真
熊
野

之
訟
」
を
歌
に
詠
み
（
巻
6
・
九
四
四
）
、
『
伊
予
国
風
土
記
』
に
も
「
熊
野

J

云
訟
」
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[
ひ
ろ
お
か
よ
し
た
か

の
例
が
出
る
（
逸
文
、
『
釈
日
本
紀
』
巻
八
）
。
廣
岡
義
隆
「
熊
野
船
」
（
『
金
雀
枝
』

二
0
0
二
年
三
月
号
）
、
参
照
。

24

注
7
の
影
山
尚
之
氏
の
論
に
同
じ
。

25

廣
川
晶
輝
氏
「
聖
武
天
皇
東
国
行
幸
従
駕
歌
論
」
（
『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
一

一
五
号
、
一
九
九
八
年
―
一
月
）
。

26

小
野
寛
氏
「
聖
武
天
皇
関
東
行
幸
の
時
の
歌
八
首
」
（
『
駒
澤
國
文
』
三
八
号
、

二
0
0
一
年
二
月
）
。

27

森
朝
男
氏
「
伊
勢
国
行
幸
従
照
の
歌
」
（
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
、
第
八

巻
『
大
伴
家
持
（
一
）
』
和
泉
書
院
、
二

0
0
二
年
五
月
）
。

当
稿
は
、
二

0
0
四
年
八
月
七
日
に
三
重
大
学
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
た

第
三
回
「
考
古
学
研
究
会
東
海
例
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
を
ベ
ー
ス
に

し
て
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
湾
文
化
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

＊
久
留
倍
遺
跡
は
、
国
道
一
号
線
北
勢
バ
イ
パ
ス
工
事
に
関
わ
る
発
掘
に
よ
っ

て
、
そ
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
り
、
山
中
章
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
保
存
運
動

に
お
い
て
景
観
保
全
を
含
め
て
の
保
存
（
ト
ン
ネ
ル
エ
法
に
よ
る
兼
観
保
全
）

を
訴
え
て
来
た
が
、
高
架
工
法
に
よ
る
遺
跡
の
保
存
が
は
か
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。
景
観
も
含
め
た
完
全
保
存
と
は
言
い
難
く
、
と
て
も
残
念
で
あ
る
と
い

う
思
い
を
抱
い
て
い
る
。

本
学
教
員
]
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